
 

 

様式第９ 法第49第１項（農林水産省令第７条第２項及び内閣府・農林水産省令第１条第２項）

及び第50条第１項関係（農地転用の許可） 
 農地法（大臣許可：計画区域において２ha 超の農地転用が明確な土地利用方針を記載する場合） 

農地法第５条第１項の規定による許可に関する事項 
 

法第49条第１項又は第２項

の農林水産大臣の同意を得

た土地利用方針に係る復興

整備事業の名称等 

事業名 地区名 事業主体 

防災集団移転促進事業 
吉里吉里地区 

（(4)－Ｄ－ｃ） 
大槌町 

 

 

図面記号  

 (4)－Ｄ－Ｃ地区 

 

 

 

 

 

土地の所在等 

 

 

 

土地の所在 地 番 

地 目 

 

面 積 

(㎡) 

土地利用区分 

登記簿

 

現 況

 

農振法 都 市 

計画法 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字塚ノ

鼻 

21番2 畑 畑 115 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字塚ノ

鼻 

21番3 畑 畑 145 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字塚ノ

鼻 

24番2 畑 畑 148 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

19番1 畑 畑 2,047 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番1 畑 畑 817 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番14 畑 畑 291 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 



 

 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番7 畑 畑 544 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番9 畑 畑 156 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番16 畑 畑 543 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番15 畑 畑 507 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番12 畑 畑 273 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番13 畑 畑 666 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番11 畑 畑 294 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里二

丁目 

25番1 畑 畑 670 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里二

丁目 

25番9 畑 畑 138 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里二

丁目 

201番2 

の一部 
畑 畑 

666 

のうち261

農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 



 

 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里二

丁目 

201番4 畑 畑 
(65) 

50 

農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

上閉伊郡大槌

町吉里吉里第

1地割字鶴ヶ

沢口 

20番10 畑 畑 286 
農振 

地域外 

非線引き都市

計画区域の 

用途地域内 

計 計 18 筆 7,951㎡（7,966㎡） （田 0㎡、畑 7,951 ㎡（7,966㎡））

 

転用することによって

生ずる付近の農地作物

等の被害の防除施設の

概要 

住宅団地の汚水排水については下水道により処理し、雨水排水についても道路用側溝に

接続するため、周辺農地に対する影響はない。 

また、当該施行区域内はすべて畑であるため、用水路及び排水路はなく、周辺農地への

影響はない。 

なお、耕作用道路については、必要に応じて付替えを行い、耕作に影響を与えないよう

に措置するとともに、法面保護等を行いながら事業を適切に実施し、土砂の流出・崩壊

を防止する。 

 

 

 

 

  


